
一
�
日
司
連
総
会
決
議

二
〇
〇
七
年
六
月
二
二
日
、
日
本

司
法
書
士
会
連
合
会
（
以
下
�
日
司

連
�
と
い
う
）
総
会
に
お
い
て
、�
高

齢
者
、
障
が
い
者
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を

対
象
と
し
た
法
律
援
助
事
業
の
実
施

を
求
め
る
決
議
�
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、�
民
事
法
律
扶
助
の
本
来

事
業
の
対
象
と
な
ら
な
い
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を
対
象
と

し
た
出
張
法
律
相
談
、
生
活
保
護
受

給
な
ど
の
行
政
処
分
の
申
立
に
つ
い

て
の
援
助
を
目
的
と
す
る
法
律
援
助

事
業
の
実
施
を
求
め
る
�
も
の
で
、

こ
れ
を
受
け
て
日
司
連
で
は
、
自
主

事
業
検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
、

現
在
、
上
記
を
実
現
す
べ
く
検
討
を

重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
�
法
テ
ラ
ス
に
お
け
る

委
託
援
助
業
務

財
団
法
人
法
律
扶
助
協
会
（
以
下
、

�
扶
助
協
会
�
と
い
う
）
で
は
、
事

業
資
金
が
直
接
国
庫
か
ら
支
出
さ
れ

て
い
た
�
民
事
法
律
扶
助
事
業
�
に

対
し
て
、
国
庫
負
担
で
は
な
く
弁
護

士
会
の
基
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
運

営
さ
れ
る
�
自
主
事
業
�
と
呼
ば
れ

る
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

法
律
扶
助
が
�
資
力
の
乏
し
い
人
�

に
対
し
て
裁
判
費
用
を
援
助
す
る
制

度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
援
助
方

法
が
費
用
の
立
替
制
度
で
あ
る
た
め

に
、
費
用
の
償
還
さ
え
で
き
な
い
方
、

つ
ま
り
法
律
扶
助
の
理
念
か
ら
見
れ

ば
最
初
に
援
助
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
方
が
法
律
扶
助
制
度
か
ら
閉
め

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て

法
律
は
か
ざ
り
か

〜
法
テ
ラ
ス
に
お
け
る
日
司
連
委
託
援
助
業
務
実
施
に
向
け
て
〜

日
司
連
自
主
事
業
検
討
委
員
会
委
員は

ま

だ

濱
田

な
ぎ
さ

特
集

貧
困
と
人
権
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開
始
さ
れ
た
も
の
で
、
自
主
事
業
で

は
、
原
則
費
用
償
還
は
不
要
と
さ
れ

た
。
活
動
内
容
と
し
て
は
、
無
料
法

律
相
談
、
刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助
、

少
年
保
護
事
件
付
添
扶
助
、
難
民
法

律
援
助
、
犯
罪
被
害
者
法
律
援
助
等

が
行
わ
れ
、
一
部
支
部
で
は
生
活
保

護
申
請
援
助
を
内
容
と
す
る
�
高
齢

者
、
障
害
者
及
び
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対

す
る
法
律
援
助
�
も
行
わ
れ
て
い
た
。

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
民
事
法
律

扶
助
事
業
は
扶
助
協
会
か
ら
日
本
司

法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
�
法
テ
ラ

ス
�
と
い
う
）
へ
移
管
さ
れ
た
。
そ

の
際
、
国
庫
負
担
事
業
で
は
な
い
自

主
事
業
を
ど
の
よ
う
に
引
き
継
い
で

い
く
か
が
課
題
と
さ
れ
た
が
、
二
〇

〇
七
年
三
月
末
日
に
扶
助
協
会
が
解

散
し
た
後
、
い
っ
た
ん
は
日
本
弁
護

士
連
合
会
（
以
下
�
日
弁
連
�
と
い

う
）
が
そ
の
事
業
を
引
き
継
ぎ
、
二

〇
〇
七
年
一
〇
月
か
ら
は
、
法
テ
ラ

ス
に
お
い
て
、
総
合
法
律
支
援
法
第

三
〇
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
日
弁
連

か
ら
委
託
を
受
け
た
援
助
業
務
（
日

弁
連
委
託
援
助
業
務
）
と
し
て
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
司
法
書

士
の
関
与
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
前

記
扶
助
協
会
に
よ
る
自
主
事
業
に
お

い
て
は
、
司
法
書
士
も
、
ホ
ー
ム
レ

ス
生
活
者
に
対
す
る
路
上
で
の
出
張

法
律
相
談
、
生
活
保
護
申
請
援
助
に

関
与
し
て
き
た
。
し
か
し
、
法
テ
ラ

ス
へ
の
移
行
に
伴
い
、
各
地
で
行
わ

れ
て
い
た
自
主
事
業
は
い
っ
た
ん
廃

止
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
司
法

書
士
が
法
テ
ラ
ス
に
お
い
て
�
高
齢

者
、
障
害
者
及
び
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対

す
る
法
律
援
助
�
に
関
与
す
る
た
め

に
は
、
日
司
連
が
出
張
法
律
相
談
、

生
活
保
護
申
請
援
助
等
を
目
的
と
す

る
法
律
援
助
事
業
を
立
ち
上
げ
、
日

弁
連
と
同
様
に
、
法
テ
ラ
ス
に
委
託

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

三
�
司
法
書
士
の
責
務

昨
年
、
私
の
地
元
北
九
州
市
に
お

い
て
�
ハ
ラ
減
っ
た
。
オ
ニ
ギ
リ
食

い
た
ー
い
�
と
い
う
言
葉
を
日
記
に

残
し
て
亡
く
な
っ
た
方
が
い
た
。

そ
の
方
は
、
糖
尿
病
や
ア
ル
コ
ー

ル
性
肝
炎
に
よ
り
働
け
な
く
な
り
、

二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
生
活
保
護
が

開
始
さ
れ
た
が
、�
働
け
な
い
の
に

働
け
と
言
わ
れ
た
�
と
日
記
に
記
し

て
い
る
と
お
り
、
度
重
な
る
就
労
指

導
を
苦
に
し
て
、
要
保
護
状
態
が
解

消
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

生
活
保
護
�
辞
退
届
�
を
提
出
し
て

保
護
を
廃
止
さ
れ
、
そ
の
二
ヵ
月
後

に
亡
く
な
ら
れ
た
。

こ
の
�
小
倉
北
餓
死
事
件
�
と
呼

ば
れ
る
事
件
は
、
北
九
州
市
に
お
い

て
、
生
活
保
護
抑
制
政
策
に
よ
る
餓

死
事
件
が
三
年
連
続
発
生
し
た
こ
と

も
あ
り
、
全
国
に
大
々
的
に
報
道
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
抗
議
活
動
に

よ
っ
て
北
九
州
市
の
み
な
ら
ず
厚
生

労
働
省
の
生
活
保
護
運
用
を
も
一
部

変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
私
に
と

っ
て
は
、
司
法
書
士
と
し
て
の
責
務

を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
自
宅
は
、
近

所
に
大
き
な
パ
チ
ン
コ
屋
さ
ん
が
あ

っ
た
り
、
高
級
食
材
を
扱
っ
て
い
る

ス
ー
パ
ー
が
あ
っ
た
り
と
賑
や
か
な

場
所
で
あ
る
。
そ
の
賑
や
か
な
道
路

を
一
本
入
っ
た
裏
側
に
一
ヵ
所
だ
け

昔
の
炭
坑
住
宅
が
残
っ
て
お
り
、
故

人
は
そ
の
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
こ

で
過
ご
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
家
は
、

近
所
の
方
の
中
で
さ
え
そ
こ
に
人
が

住
ん
で
い
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と

い
う
話
が
出
る
く
ら
い
の
状
態
（
二

六
頁
写
真
参
照
）
で
あ
り
、
そ
し
て

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
と
き
で

さ
え
ガ
ス
は
止
め
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
。こ

の
状
態
を
目
に
し
た
と
き
、
生

活
保
護
の
運
用
が
ど
う
で
あ
っ
た
か

と
い
う
よ
う
な
次
元
の
問
題
で
は
な
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く
、
そ
も
そ
も
こ
の
国
で
保
障
さ
れ

て
い
る
生
存
権
と
は
、
憲
法
で
保
障

さ
れ
た
�
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
�
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を

こ
の
日
本
と
い
う
国
が
、
福
祉
行
政

担
当
者
が
、
放
置
し
得
る
の
で
あ
れ

ば
、�
こ
ん
な
に
困
っ
て
い
る
人
を

助
け
な
い
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
る

の
が
福
祉
の
仕
事
な
の
か
教
え
て
も

ら
い
た
い
�（
地
域
住
民
の
言
葉
）

と
感
じ
た
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
は
、
日
記
に
こ

う
も
記
し
て
い
た
。�
法
律
は
か
ざ

り
か
�。

そ
の
古
い
、
古
い
、
屋
根
は
落
ち
、

戸
は
破
れ
て
い
る
家
で
、
じ
っ
と
動

け
ず
、
横
た
わ
り
な
が
ら
死
を
迎
え

た
故
人
の
事
を
思
う
と
、
堪
ら
な
か

っ
た
。
道
端
の
野
草
で
飢
え
を
し
の

ぎ
な
が
ら
、
お
米
を
食
べ
た
い
と
家

の
外
に
向
か
っ
て
は
叫
べ
ず
、
た
だ

日
記
に
だ
け
記
し
て
い
る
、
そ
の
絶

望
感
が
堪
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ま
で
、
個
別
の
生
活
保
護
相

談
に
は
あ
た
り
、
そ
の
都
度
、
そ
の

個
別
の
問
題
解
決
に
は
携
わ
っ
て
き

た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
異
常
と
も
い
え
る
行
政
の
運
用
自

体
を
糾
し
て
こ
な
か
っ
た
、
自
分
の
、

人
権
擁
護
を
業
務
と
す
る
司
法
書
士

と
し
て
の
責
任
を
痛
感
し
た
。

法
律
を
飾
り
に
し
な
い
た
め
に
は
、

そ
れ
に
関
与
し
て
い
る
法
律
家
が

�
お
か
し
い
�
こ
と
を
全
力
で
糾
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
�
最
後
に

司
法
書
士
に
よ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
生

活
者
へ
の
支
援
活
動
は
こ
れ
ま
で
本

誌
で
も
度
々
報
告
さ
れ
て
い
る
。
生

活
保
護
申
請
援
助
に
つ
い
て
も
、
全

国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
に
よ
る
生

活
保
護
一
一
〇
番
を
始
め
、
現
在
全

国
各
地
で
立
ち
上
が
っ
て
い
る
生
活

保
護
相
談
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
も
多
く

の
司
法
書
士
が
関
与
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
司
法
書
士
が
、

日
常
業
務
を
通
じ
て
人
権
擁
護
業
務

の
重
要
性
を
認
識
し
活
動
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
手
弁

当
で
の
活
動
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば

司
法
書
士
の
本
来
業
務
と
い
う
よ
り

も
個
人
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と

み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
、

こ
れ
ら
業
務
は
、
憲
法
第
二
五
条
で

保
障
さ
れ
て
い
る
�
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
�
を
営
め
て
い

な
い
当
事
者
の
現
状
を
目
の
当
た
り

に
し
、
報
酬
の
有
無
を
問
う
こ
と
な

く
な
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
を
司
法
書
士
の
本
来

業
務
と
し
て
確
立
し
、
資
力
の
乏
し

い
方
に
対
す
る
法
的
支
援
活
動
を
発

展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
司
法
書

士
会
の
関
与
が
不
可
欠
で
あ
る
。

法
テ
ラ
ス
に
お
け
る
日
司
連
委
託

援
助
業
務
が
、
早
期
に
実
現
さ
れ
る

よ
う
切
に
求
め
た
い
。

▲▼�小倉北餓死事件�はここで起こった

貧困と人権

司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.5

特 集

２７



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一

は
じ
め
に

司
法
書
士
倫
理
研
究
委
員
会
は
、

平
成
一
七
年
か
ら
現
行
司
法
書
士
倫

理
（
以
下
、�
現
行
倫
理
�
と
い
う
。）

の
改
正
の
た
め
の
検
討
を
進
め
、
平

成
一
九
年
三
月
日
本
司
法
書
士
会
連

合
会
会
長
に
対
し
第
一
次
提
言
書
を

提
出
し
た
。
そ
の
後
各
司
法
書
士
会

に
対
し
意
見
照
会
が
行
わ
れ
、
そ
の

意
見
を
ふ
ま
え
た
検
討
を
進
め
、
本

年
三
月
第
二
次
提
言
書
を
提
出
し
た
。

六
月
の
日
司
連
定
時
総
会
に
は
司
法

書
士
倫
理
の
改
正
案
が
提
案
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

の
目
的
は
、
改
正
案
を
会
員
に
あ
ら

か
じ
め
提
示
す
る
こ
と
と
、
改
正
を

必
要
と
す
る
に
至
っ
た
経
緯
、
背
景

を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
あ
る
。

二

こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
背
景

現
行
倫
理
は
、
平
成
一
五
年
第
六

四
回
日
司
連
定
時
総
会
に
お
い
て
制

定
さ
れ
た
。
法
改
正
に
よ
っ
て
司
法

書
士
に
簡
裁
訴
訟
代
理
関
係
業
務
を

行
う
権
限
（
簡
裁
代
理
権
）
が
付
与

さ
れ
る
の
に
伴
い
、
内
外
か
ら
司
法

書
士
倫
理
の
確
立
を
要
請
さ
れ
た
の

が
契
機
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
数
々
の
法
律
改
正
や
新

た
な
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
司
法
書

士
業
務
は
拡
大
さ
れ
て
き
た
。
具
体

的
に
は
、
不
動
産
登
記
法
の
改
正
に

よ
り
創
設
さ
れ
た
筆
界
特
定
制
度
に

お
け
る
代
理
業
務
、
仲
裁
法
に
基
づ

く
仲
裁
人
と
し
て
の
業
務
と
仲
裁
手

続
内
に
お
け
る
代
理
業
務
、
さ
ら
に

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
）
に

基
づ
く
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
手

続
実
施
者
と
し
て
の
業
務
と
当
該
手

続
に
お
け
る
代
理
業
務
な
ど
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
現
行
倫
理
は
こ
れ
ら
の

業
務
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

手
当
て
を
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
五
年
間
に
不
備
が
指

司
法
書
士
倫
理
改
正
の
動
向

～
司
法
書
士
倫
理
研
究
委
員
会
報
告
書
～

日
司
連
司
法
書
士
倫
理
研
究
委
員
会
委
員
長

中
久
保

正
晃
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摘
さ
れ
た
規
定
の
修
正
や
明
確
化
と

と
も
に
、
司
法
書
士
法
改
正
に
伴
な

う
字
句
の
修
正
も
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
年
四
月
一
日
現
在
で

二
七
七
も
の
司
法
書
士
法
人
が
存
在

し
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

司
法
書
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
整

備
も
不
可
欠
で
あ
る
。
現
行
倫
理
が

こ
れ
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
制
定
当

時
司
法
書
士
法
人
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
た
め
で
、
こ
れ
を
整
備
す
る

こ
と
は
制
定
当
時
か
ら
の
懸
案
事
項

で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
司
法
書
士
共

同
事
務
所
に
つ
い
て
も
、
現
実
に
存

在
し
活
動
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
特

性
に
応
じ
た
倫
理
を
規
定
す
る
必
要

が
あ
る
。

以
下
、
紙
幅
の
関
係
上
、
改
正
条

項
の
み
を
提
示
す
る
。
な
お
、
改
正

部
分
は
傍
線
で
示
し
た
。

司
法
書
士
倫
理
改
正
第
二

次
提
言
案

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
省
略

（
秘
密
保
持
等
の
義
務
）

第
一
〇
条

司
法
書
士
は
、
正
当
な

事
由
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
職
務
上

知
り
得
た
秘
密
を
保
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
利
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
司
法
書
士
で
な
く
な
っ
た
後
も

同
様
と
す
る
。

２

司
法
書
士
は
、
そ
の
事
務
に
従

事
す
る
者
に
対
し
、
正
当
な
事
由
の

あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
が
職
務

上
知
り
得
た
秘
密
を
保
持
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
利
用
さ
せ
て
は

な
ら
な
い

第
一
一
条

省
略

（
品
位
を
損
な
う
事
業
へ
の
関
与
）

第
一
二
条

司
法
書
士
は
、
品
位
又

は
職
務
の
公
正
を
損
な
う
お
そ
れ
の

あ
る
事
業
を
営
み
、
若
し
く
は
こ
れ

に
加
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
自
己
の
名

義
を
利
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
不
当
誘
致
等
）

第
一
三
条

司
法
書
士
は
、
不
当
な

方
法
に
よ
っ
て
事
件
の
依
頼
を
誘
致

し
、
又
は
事
件
を
誘
発
し
て
は
な
ら

な
い
。

２

司
法
書
士
は
、
依
頼
者
の
紹
介

を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
対

価
を
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３

司
法
書
士
は
、
依
頼
者
の
紹
介

を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
対
価

を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
非
司
法
書
士
等
と
の
提
携
禁
止
等
）

第
一
四
条

司
法
書
士
は
、
司
法
書

士
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反

し
て
業
務
を
行
う
者
と
提
携
し
て
業

務
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
れ

ら
の
者
か
ら
事
件
の
あ
っ
せ
ん
を
受

け
て
は
な
ら
な
い
。

２

司
法
書
士
は
、
第
三
者
に
自
己

の
名
で
司
法
書
士
業
務
を
行
わ
せ
て

は
な
ら
な
い
。（
注
）

注

会
則
基
準
第
八
〇
条

（
非
司
法
書
士
と
の
提
携
禁
止
）

第
八
〇
条

会
員
は
、
司
法
書
士
会
に
入

会
し
て
い
る
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法

人
で
な
い
者（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て�
非

司
法
書
士
�
と
い
う
。）
に
、
自
己
の
名

義
を
貸
与
す
る
等
、
非
司
法
書
士
が
司
法

書
士
の
業
務
を
取
り
扱
う
こ
と
に
協
力
し
、

又
は
援
助
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

会
員
は
、
非
司
法
書
士
か
ら
事
件
の

あ
つ
せ
ん
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
事
件
の
あ
つ
せ

ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
以
外
の
者

か
ら
、
事
件
の
あ
つ
せ
ん
を
受
け
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
五
条
か
ら
第
二
一
条
ま
で
省
略

（
公
務
等
と
の
関
係
）

第
二
二
条

司
法
書
士
は
、
公
務
員

又
は
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

者
と
し
て
取
り
扱
っ
た
事
件
に
つ
い

て
、
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

司
法
書
士
は
、
仲
裁
人
と
し
て

取
り
扱
っ
た
事
件
又
は
和
解
の
仲
介
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そ
の
他
の
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
に

お
い
て
手
続
実
施
者
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
者
と
し
て
関
与
し
た
事
件
に

つ
い
て
、
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
三
条
か
ら
第
二
八
条
ま
で
省
略

（
受
任
司
法
書
士
間
の
意
見
の
不
一

致
）

第
二
九
条

司
法
書
士
は
、
同
一
の

事
件
を
受
任
し
て
い
る
他
の
司
法
書

士
が
あ
る
場
合
に
は
（
削
除
）、
事

件
の
処
理
に
つ
い
て
の
意
見
の
不
一

致
に
よ
り
依
頼
者
に
不
利
益
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
依
頼
者

に
対
し
そ
の
事
情
を
告
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
〇
条
か
ら
第
五
二
条
ま
で
省
略

（
公
平
の
確
保
）

第
五
三
条

司
法
書
士
は
、
登
記
手

続
を
受
任
し
又
は
相
談
に
応
じ
る
場

合
に
は
、
当
事
者
間
の
公
平
を
確
保

す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

司
法
書
士
は
、
前
項
の
場
合
に

お
い
て
は
、
必
要
な
情
報
を
開
示
し
、

説
明
又
は
助
言
す
る
等
、
適
切
に
対

応
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
権
利
関
係
等
の
把
握
）

第
五
四
条

司
法
書
士
は
、
登
記
手

続
を
受
任
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者

及
び
そ
の
意
思
並
び
に
目
的
物
の
確

認
等
を
通
じ
て
、
実
体
的
権
利
関
係

を
的
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

司
法
書
士
は
、
前
項
の
確
認
を

行
っ
た
旨
の
記
録
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
五
条
か
ら
第
六
〇
条
ま
で
省
略

（
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
）

第
六
一
条

司
法
書
士
は
、
裁
判
書

類
作
成
関
係
業
務
及
び
簡
裁
訴
訟
代

理
等
関
係
業
務
に
係
る
次
の
事
件
に

つ
い
て
は
、
各
業
務
を
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第

三
号
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
受
任
し

て
い
る
事
件
の
依
頼
者
が
同
意
し
た

場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

相
手
方
か
ら
協
議
を
受
け
た
事

件
で
、
相
手
方
と
の
間
に
信
頼
関
係

が
形
成
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

受
任
し
て
い
る
事
件
の
相
手
方

か
ら
の
依
頼
に
よ
る
他
の
事
件

三

受
任
し
て
い
る
事
件
の
依
頼
者

を
相
手
方
と
す
る
他
の
事
件

四

そ
の
他
受
任
し
て
い
る
事
件
又

は
受
任
し
た
事
件
（
削
除
）
の
依
頼

者
と
利
害
相
反
す
る
事
件

第
六
二
条

省
略

（
簡
裁
訴
訟
代
理
等
関
係
業
務
）

第
六
三
条

司
法
書
士
は
、
簡
裁
訴

訟
代
理
等
関
係
業
務
を
受
任
し
た
場

合
に
は
、
代
理
人
と
し
て
の
債
務
に

基
づ
き
、
事
件
の
管
理
に
十
分
な
注

意
を
払
い
、
依
頼
者
の
自
己
決
定
権

を
尊
重
し
て
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
受
任
の
諾
否
の
通
知
）

第
六
四
条

司
法
書
士
は
、
簡
裁
訴

訟
代
理
等
関
係
業
務
の
依
頼
に
対
し
、

そ
の
諾
否
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
五
条
か
ら
第
七
九
条
ま
で
省
略

第
一
三
章

共
同
事
務
所
に
お
け
る

規
律

（
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
八
〇
条

複
数
の
司
法
書
士
が
事

務
所
を
共
に
す
る
場
合
（
以
下
�
共

同
事
務
所
�
と
い
う
。）
に
お
い
て
、

そ
の
共
同
事
務
所
に
所
属
す
る
司
法

書
士
（
以
下
�
所
属
司
法
書
士
�
と

い
う
。）
を
監
督
す
る
権
限
の
あ
る

司
法
書
士
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
司
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法
書
士
は
所
属
司
法
書
士
が
司
法
書

士
倫
理
（
以
下
、�
本
倫
理
�
と
い

う
。）
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
八
一
条

所
属
司
法
書
士
は
、
正

当
な
事
由
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
他

の
所
属
司
法
書
士
の
依
頼
者
に
つ
い

て
執
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
利
用
し

て
は
な
ら
な
い
。
所
属
司
法
書
士
で

な
く
な
っ
た
後
、
又
は
司
法
書
士
で

な
く
な
っ
た
後
も
同
様
と
す
る
。

（
所
属
司
法
書
士
が
業
務
を
行
い
得

な
い
事
件
）

第
八
二
条

所
属
司
法
書
士
は
、
他

の
所
属
司
法
書
士
が
業
務
を
行
い
得

な
い
事
件
に
つ
い
て
は
、
業
務
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務

の
公
正
を
保
ち
得
る
事
由
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
受
任
後
の
措
置
）

第
八
三
条

所
属
司
法
書
士
は
、
事

件
を
受
任
し
た
後
に
前
条
本
文
に
該

当
す
る
事
由
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

と
き
は
、
依
頼
者
に
対
し
速
や
か
に

そ
の
事
情
を
告
げ
、
事
案
に
応
じ
た

適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
の
受
任

禁
止
）

第
八
四
条

所
属
司
法
書
士
は
、
他

の
所
属
司
法
書
士
と
共
同
し
て
、
当

事
者
情
報
の
確
認
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
と
る
な
ど
し
て
、
業
務
を
行
い

得
な
い
事
件
の
受
任
を
防
止
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
四
章

司
法
書
士
法
人
に
お
け

る
規
律

（
遵
守
の
た
め
の
措
置
）

第
八
五
条

司
法
書
士
法
人
の
社
員

は
、
そ
の
司
法
書
士
法
人
の
社
員
又

は
使
用
人
で
あ
る
司
法
書
士
（
以
下

�
社
員
等
�
と
い
う
。）
が
本
倫
理

を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

と
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
秘
密
の
保
持
）

第
八
六
条

社
員
等
は
、
正
当
な
事

由
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
司
法

書
士
法
人
、
他
の
社
員
等
の
依
頼
者

に
つ
い
て
執
務
上
知
り
得
た
秘
密
を

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
社
員
等
で

な
く
な
っ
た
後
、
又
は
司
法
書
士
で

な
く
な
っ
た
後
も
同
様
と
す
る
。

（
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
）

第
八
七
条

司
法
書
士
法
人
は
、
裁

判
書
類
作
成
関
係
業
務
及
び
簡
裁
訴

訟
代
理
等
関
係
業
務
に
係
る
次
の
事

件
に
つ
い
て
は
、
各
業
務
を
行
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
及

び
第
三
号
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
受

任
し
て
い
る
事
件
の
依
頼
者
が
同
意

し
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

相
手
方
か
ら
協
議
を
受
け
た
事

件
で
、
相
手
方
と
の
間
に
信
頼
関
係

が
形
成
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

受
任
し
て
い
る
事
件
の
相
手
方

か
ら
の
依
頼
に
よ
る
他
の
事
件

三

受
任
し
て
い
る
事
件
の
依
頼
者

を
相
手
方
と
す
る
他
の
事
件

四

そ
の
他
受
任
し
て
い
る
事
件
の

依
頼
者
と
利
害
相
反
す
る
事
件

２

司
法
書
士
法
人
は
、
裁
判
書
類

作
成
関
係
業
務
及
び
簡
裁
訴
訟
代
理

等
関
係
業
務
に
係
る
次
の
事
件
に
つ

い
て
は
、
各
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
乃
至
第
七

号
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
そ

の
業
務
を
行
い
得
な
い
社
員
等
が
そ

の
司
法
書
士
法
人
の
社
員
等
の
半
数

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
司
法
書

士
法
人
に
業
務
の
公
正
を
保
ち
得
る

事
由
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

社
員
等
が
相
手
方
か
ら
受
任
し
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て
い
る
事
件

二

社
員
等
が
第
二
二
条
の
規
定
に

よ
り
業
務
を
行
え
な
い
事
件

三

社
員
等
が
相
手
方
か
ら
協
議
を

受
け
た
事
件
で
、
相
手
方
と
の
間
に

信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
認
め
ら

れ
る
も
の

四

社
員
等
が
受
任
し
て
い
る
事
件

の
相
手
方
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
他
の

事
件

五

社
員
等
が
受
任
し
て
い
る
事
件

の
依
頼
者
を
相
手
方
と
す
る
他
の
事

件六

社
員
等
が
第
八
八
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
業
務
を
行
え
な
い
事
件

七

そ
の
他
社
員
等
が
受
任
し
て
い

る
事
件
の
依
頼
者
と
利
害
相
反
す
る

事
件

３

司
法
書
士
法
人
は
、
前
二
項
に

定
め
る
ほ
か
職
務
の
公
正
を
保
ち
得

な
い
事
由
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、

業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
社
員
等
が
業
務
を
行
い
得
な
い
事

件
）

第
八
八
条

社
員
等
（
第
一
号
の
場

合
に
お
い
て
は
社
員
等
で
あ
っ
た
者

を
含
む
。）
は
、
裁
判
書
類
作
成
関

係
業
務
及
び
簡
裁
訴
訟
代
理
等
関
係

業
務
に
係
る
次
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

各
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
件
に
つ

い
て
は
、
そ
の
司
法
書
士
法
人
が
受

任
し
て
い
る
事
件
の
依
頼
者
の
同
意

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

一

社
員
等
で
あ
っ
た
期
間
内
に
そ

の
司
法
書
士
法
人
が
相
手
方
の
協
議

を
受
け
た
事
件
で
、
相
手
方
と
の
間

に
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
こ
れ

に
関
与
し
た
も
の

二

そ
の
司
法
書
士
法
人
が
相
手
方

か
ら
受
任
し
て
い
る
事
件

三

そ
の
司
法
書
士
法
人
が
受
任
し

て
い
る
事
件
（
当
該
社
員
等
が
自
ら

関
与
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
の

相
手
方
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
他
の
事

件（
他
の
社
員
等
と
の
関
係
で
業
務
を

行
い
得
な
い
事
件
）

第
八
九
条

社
員
等
は
、
他
の
社
員

等
が
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
に
つ

い
て
は
、
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
業
務
の
公
正
を
保
ち

得
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
受
任
後
の
措
置
）

第
九
〇
条

司
法
書
士
法
人
は
、
事

件
を
受
任
し
た
後
に
、
第
八
七
条
第

二
項
及
び
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る

事
由
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、

依
頼
者
に
対
し
速
や
か
に
そ
の
事
情

を
告
げ
、
事
案
に
応
じ
た
適
切
な
措

置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
員
等
は
、
事
件
を
受
任
し
た

後
に
、
第
八
八
条
第
二
号
及
び
第
八

九
条
の
規
定
に
該
当
す
る
事
由
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
依
頼
者

に
対
し
速
や
か
に
そ
の
事
情
を
告
げ
、

事
案
に
応
じ
た
適
切
な
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件
の
受
任

防
止
）

第
九
一
条

社
員
等
は
、
他
の
社
員

等
と
共
同
し
て
、
当
事
者
情
報
の
確

認
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
取
る
な

ど
し
て
、
業
務
を
行
い
得
な
い
事
件

の
受
任
を
防
止
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
九
二
条

第
一
章
か
ら
第
一
二
章

ま
で
（
第
三
条
、
第
四
条
、
第
一
〇

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
一
七
条
、

第
二
二
条
、
第
二
三
条
、
第
四
九
条

及
び
第
六
一
条
を
除
く
。）
の
規
定

は
、
司
法
書
士
法
人
に
準
用
す
る
。
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平
成
二
〇
年
三
月
二
一
日
（
金
）

一
四
時
か
ら
一
八
時
ま
で
、
日
本
司

法
書
士
会
連
合
会（
以
下�
日
司
連
�

と
い
う
）
主
催
で
、
東
京
の
大
手
町

サ
ン
ケ
イ
プ
ラ
ザ
四
階
ホ
ー
ル
に
お

い
て
、
第
一
四
回
日
司
連
市
民
公
開

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
第
二
回
司
法
書
士

人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
�
考
え
よ
う
人
権

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
２
〜
い
ま
、
高
齢
者
の
人

権
が
危
な
い
〜
�
が
開
催
さ
れ
た
。

市
民
を
中
心
に
参
加
者
は
二
〇
三
名

に
及
ん
だ
。

市
民
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
広
報

事
業
と
し
て
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
今
年
度
は
第
二
回
目

と
な
る
司
法
書
士
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム

と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
今
回
は
特
に
、

虐
待
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
、
生
活
が

で
き
な
い
高
齢
者
、
病
院
に
も
行
け

な
い
高
齢
者
、
住
む
と
こ
ろ
も
な
い

高
齢
者
な
ど
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ

つ
つ
あ
る
高
齢
者
が
多
数
存
在
す
る

こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
高
齢
者
に
実

際
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
現

場
報
告
を
受
け
、
社
会
か
ら
排
除
さ

れ
つ
つ
あ
る
高
齢
者
の
実
態
を
知
る

と
と
も
に
そ
の
原
因
を
探
り
、
何
が

で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
く
た
め
に

企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

会
場
に
は
、
手
話
や
要
約
筆
記
な
ど

の
用
意
も
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
市
民

が
参
加
で
き
る
よ
う
配
慮
が
施
さ
れ

て
い
た
。
以
下
、
当
日
の
模
様
を
報

告
す
る
。

【
開
会
挨
拶
】

は
じ
め
に
、
日
司
連
佐
藤
純
通
会

長
よ
り
、�
近
時
の
司
法
書
士
は
、

登
記
業
務
の
ほ
か
に
も
、
簡
易
裁
判

所
に
お
け
る
訴
訟
業
務
や
裁
判
外
に

お
け
る
紛
争
解
決
に
携
わ
っ
て
い
る

し
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
よ
う
に
成
年

後
見
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
特
に

家
庭
裁
判
所
か
ら
選
任
さ
れ
る
後
見

人
と
し
て
、
司
法
書
士
は
も
っ
と
も

多
く
選
任
さ
れ
て
い
る
資
格
者
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
者
被
害
の
現

場
の
声
を
聞
く
機
会
が
多
い
と
い
え

る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ

て
、
高
齢
者
の
人
権
に
つ
い
て
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
�
と
の
挨
拶
が
あ

っ
た
。

【
司
法
書
士
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
作

品
受
賞
発
表
】

�
司
法
書
士
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
作

品
募
集
�
受
賞
者
発
表
・
表
彰
／
受

賞
作
品
の
発
表
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ

は
日
司
連
が
高
校
生
を
中
心
に
人
権

を
テ
ー
マ
に
作
文
等
を
募
集
し
た
も

の
で
あ
り
、
今
回
は
高
校
二
年
生
の

作
品
が
受
賞
し
た
（�
私
の
闘
争
�

第１４回日司連市民公開シンポジウム／
第２回司法書士人権フォーラム
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貝
掛
柚
香
子
さ
ん
）。
受
賞
作
品
は

女
性
の
社
会
進
出
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
男
女
共
同
参
画
は
、

司
法
書
士
界
で
も
議
論
が
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
あ
る
（
月
報
司
法
書
士
平

成
二
〇
年
二
月
号
）。
司
法
書
士
は
、

こ
れ
か
ら
も
こ
の
テ
ー
マ
の
研
究
を

継
続
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
基
調
報
告
】

横
須
賀
市
健
康
福
祉
部
高
齢
者
福

祉
担
当
高
齢
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー

の
角
田
幸
代
氏
か
ら
、�
高
齢
者
虐

待
防
止
に
向
け
て
。
横
須
賀
市
の
高

齢
者
虐
待
防
止
事
業
を
実
施
し
て
�

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
一
つ
目
の
基
調

報
告
が
な
さ
れ
た
。

高
齢
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
の
活

動
は
、
相
談
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
、
研
修
会
や
市
民
啓
発
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
。
中
で
も
最
も
大

事
な
活
動
で
あ
る
相
談
は
、
高
齢
者

虐
待
に
関
す
る
相
談
で
は
、
家
庭
訪

問
な
ど
に
よ
り
事
実
を
認
定
し
、
そ

の
後
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
や
他

機
関
の
紹
介
な
ど
具
体
的
支
援
に
あ

た
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
齢
者

虐
待
の
定
義
は
法
律
で
は
明
文
化
さ

れ
た
も
の
の
、
現
場
で
は
そ
の
判
断

に
悩
ま
し
い
事
案
も
あ
る
と
い
う
。

角
田
氏
は
、
実
際
の
相
談
で
あ
っ
た

介
護
放
棄
が
疑
わ
れ
た
事
案
を
も
と

に
、
ご
本
人
、
そ
の
家
族
や
介
護
者

の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
難
し

さ
を
紹
介
さ
れ
た
。

次
に
、
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
専
務
理

事
で
あ
る
司
法
書
士
の
松
井
秀
樹
氏

か
ら
、
二
つ
目
の
基
調
報
告
が
な
さ

れ
た
。

松
井
氏
か
ら
は
、�
高
齢
者
虐
待

の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す

る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
�
に
明
記

さ
れ
た
次
の
五
つ
の
虐
待
の
類
型
に

つ
い
て
資
料
を
も
と
に
解
説
が
な
さ

れ
た
（
①
身
体
的
虐
待
、
②
介
護
・

世
話
の
放
棄
・
放
任（
ネ
グ
レ
ク
ト
）、

③
心
理
的
虐
待
、
④
性
的
虐
待
、
⑤

経
済
的
虐
待
）。
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー

ト
で
行
っ
た
�
高
齢
者
虐
待
�
に
関

す
る
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
高
齢
者

虐
待
で
最
も
多
い
虐
待
の
類
型
は
、

養
護
者
又
は
高
齢
者
の
親
族
が
当
該

高
齢
者
の
財
産
を
不
当
に
処
分
す
る

こ
と
そ
の
他
当
該
高
齢
者
か
ら
不
当

に
財
産
上
の
利
益
を
得
る
と
い
う

�
経
済
的
虐
待
�
で
あ
り
、
虐
待
行

為
を
行
っ
て
い
た
の
は
当
該
高
齢
者

の
親
族
が
最
も
多
い
と
い
う
結
果
が

示
さ
れ
て
い
た
。
同
調
査
結
果
で
は
、

当
該
高
齢
者
の
後
見
人
や
虐
待
の
相

談
を
受
け
た
人
が
具
体
的
に
と
っ
た

対
処
法
な
ど
も
集
計
さ
れ
て
お
り
、

被
害
実
態
と
そ
の
対
策
が
示
さ
れ
た

集
計
結
果
で
あ
っ
た
。
松
井
氏
は
、

そ
の
集
計
結
果
に
よ
る
と
、
経
済
的

虐
待
に
は
成
年
後
見
が
一
定
程
度
有

効
で
あ
る
と
い
え
る
と
結
論
づ
け
ら

れ
た
。

【
特
別
講
演
】

歌
手
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
あ
り
、

教
育
学
博
士
で
も
あ
る
ア
グ
ネ
ス
・

チ
ャ
ン
氏
か
ら
�
み
ん
な
地
球
に
生

き
る
ひ
と
〜
日
本
の
国
際
化
と
子
ど

も
の
未
来
〜
�
と
い
う
テ
ー
マ
で
、

特
別
講
演
が
な
さ
れ
た
。

ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
氏
は
、
年
齢

な
ど
身
近
な
話
題
を
も
と
に
、
普
段

気
付
か
な
い
こ
と
が
多
い
差
別
が
社

会
に
は
広
く
蔓
延
し
て
い
る
と
指
摘

し
、
何
事
に
お
い
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
発
想
が
大
切
だ
と
言
わ
れ
た
。

ま
た
、
高
齢
化
社
会
に
生
き
る
私

た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
分

自
身
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ど
う

や
っ
て
若
者
た
ち
を
支
援
す
る
か
と
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い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

人
権
を
考
え
る
に
際
し
て
、
年
齢

だ
け
で
は
な
く
、
外
見
や
能
力
な
ど

に
よ
る
差
別
が
無
意
識
の
う
ち
に
生

じ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
、
ア
グ
ネ

ス
・
チ
ャ
ン
氏
は
自
分
の
経
験
を
も

と
に
語
ら
れ
た
。ま
た
、ア
グ
ネ
ス
・

チ
ャ
ン
氏
は
、
国
に
よ
り
文
化
が
異

な
る
こ
と
を
例
に
挙
げ
、�
他
の
人

と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
望
む
こ
と
が

差
別
を
な
く
す
こ
と
で
は
な
い
。
他

の
人
と
の
違
い
を
受
け
入
れ
、
認
め

合
う
こ
と
が
差
別
を
な
く
す
こ
と
に

繋
が
る
�
と
述
べ
ら
れ
た
。

【
パ
ネ
ル
ト
ー
ク
】

次
に
、�
い
ま
、
高
齢
者
の
人
権

が
危
な
い
�
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
パ

ネ
ル
ト
ー
ク
が
あ
っ
た
。
基
調
報
告

を
さ
れ
た
角
田
幸
代
氏
と
松
井
秀
樹

氏
に
加
え
、
読
売
新
聞
東
京
本
社
論

説
委
員
で
あ
る
徳
永
文
一
氏
が
登
壇

者
と
な
り
、
①
成
年
後
見
制
度
と
高

齢
者
虐
待
の
実
態
、
②
高
齢
者
人
権

擁
護
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
③

日
司
連
・
司
法
書
士
へ
の
期
待
と
提

言
な
ど
の
サ
ブ
テ
ー
マ
に
従
い
、
高

齢
者
虐
待
の
実
態
が
報
告
さ
れ
、
そ

れ
に
対
し
て
、
様
々
な
視
点
か
ら
の

対
策
案
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
。

【
閉
会
挨
拶
】

最
後
に
、
日
司
連
岩
井
英
典
常
任

理
事
よ
り
、
司
法
書
士
界
と
し
て
も
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
機
会
に
高

齢
者
の
人
権
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
旨
の
挨

拶
が
な
さ
れ
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は

閉
会
し
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会

赤
松

茂
）
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平
成
二
〇
年
三
月
八
日
（
土
）
・

九
日
（
日
）、
高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ

か
る
ぽ
ー
と
に
お
い
て
、
全
国
青
年

司
法
書
士
協
議
会
主
催
、
高
知
県
青

年
司
法
書
士
協
議
会
主
管
、
高
知
県

司
法
書
士
会
後
援
に
よ
り
第
三
九
回

全
青
司
こ
う
ち
全
国
大
会
・
第
四
一

回
定
時
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。

全
国
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
原
点
」。

こ
う
ち
全
国
大
会
実
行
委
員
長
を

務
め
た
笹
本
和
明
氏
に
よ
る
と
、「
司

法
書
士
を
取
り
巻
く
環
境
は
激
変
し
、

業
務
範
囲
は
拡
大
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
い
ま
ひ
と
つ
確
固
た
る

将
来
像
を
描
け
て
い
な
い
の
は
な
ぜ

な
の
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
を
出

す
た
め
に
は
、司
法
書
士
の「
原
点
」

を
探
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
、
司
法
書
士
の
歴
史
を
中
心

に
据
え
、
大
会
テ
ー
マ
に
こ
の
「
原

点
」
を
選
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
日
目
の
全
国
大
会
で
は
、
基
調
講

演
・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、

二
日
目
に
定
時
総
会
が
行
わ
れ
た
。

【
一
日
目
】

一
日
目
の
第
一
部
と
し
て
、
東
京

経
済
大
学
現
代
法
学
部
教
授
の
大
出

良
知
氏
に
よ
り
、「
司
法
制
度
と
司

法
書
士
の
歴
史
」
と
題
し
た
基
調
講

演
が
行
わ
れ
た
。
今
回
の
基
調
講
演

で
は
、「
歴
史
の
上
に
現
在
の
制
度

が
あ
る
」「
司
法
制
度
の
中
の
司
法

書
士
制
度
」
な
ど
、
代
書
人
か
ら
始

ま
り
明
治
期
の
法
制
度
創
設
か
ら
、

改
正
年
度
や
改
正
内
容
ご
と
に
分
け
、

司
法
書
士
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
司
法
書
士
の
歴
史
「
原
点
」
を

学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
、
講
演
が
進
め

ら
れ
た
。

講
演
中
、
司
法
書
士
が
市
民
か
ら

の
法
的
需
要
に
応
じ
た
日
常
業
務
や
、

活
動
を
行
っ
て
き
た
中
か
ら
形
成
発

展
し
て
き
た
の
が
、
司
法
書
士
法
で

あ
り
司
法
書
士
制
度
で
あ
る
と
、
一

司
法
書
士
と
し
て
嬉
し
く
耳
に
心
地

よ
い
発
言
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
生

成
途
中
の
法
律
家
」「
真
の
法
律
家

に
成
り
う
る
」
と
い
う
発
言
か
ら
は
、

法
律
家
と
し
て
司
法
書
士
は
未
だ
途

上
に
あ
り
、
利
用
者
で
あ
る
市
民
の

視
点
を
持
ち
続
け
得
な
か
っ
た
場
合
、

登
記
の
真
正
担
保
機
能
を
担
う
た
め

の
基
盤
整
備
を
怠
っ
た
場
合
な
ど
、

今
度
の
方
向
性
や
執
務
姿
勢
如
何
に

よ
っ
て
は
司
法
書
士
や
司
法
書
士
制

度
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い

っ
た
将
来
に
対
し
非
常
に
危
機
感
を

抱
く
内
容
も
あ
り
、
基
調
講
演
中

様
々
な
思
い
が
去
来
し
た
。

大
出
教
授
は
、
本
誌
で
連
載
さ
れ

2008.3.8~9
高知県・高知市文化プラザかるぽーと

全全国国青青年年司司法法書書士士協協議議会会主主催催

第第３３９９回回全全青青司司ここううちち全全国国大大会会・・第第４４１１回回定定時時総総会会
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て
い
た
「
大
出
良
知
の
深
謀
無
遠

慮
」
で
既
に
お
な
じ
み
で
あ
る
が
、

日
司
連
の
中
央
新
人
研
修
の
講
師
の

ほ
か
、
日
司
連
司
法
書
士
史
編
纂
実

行
委
員
会
の
委
員
で
も
あ
る
。
刑
事

訴
訟
法
を
専
門
と
さ
れ
て
い
る
傍
ら
、

司
法
書
士
や
司
法
書
士
史
に
つ
い
て

深
く
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
の

講
演
で
知
っ
た
参
加
者
か
ら
は
、
司

法
書
士
界
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
有

り
難
い
」「
無
二
の
」
方
で
あ
る
、

と
い
っ
た
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

第
二
部
と
し
て
、「
原
点
を
探
る

〜
司
法
書
士
の
終
わ
り
な
き
旅
」
と

題
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

が
行
わ
れ
た
。
第
一
部
に
引
き
続
き

大
出
教
授
、
日
司
連
副
会
長
齋
木
賢

二
氏
、
全
青
司
副
会
長
稲
本
信
広
氏
、

全
青
司
副
会
長
兼
司
法
・
司
法
書
士

制
度
研
究
対
策
委
員
会
委
員
長
荻
原

世
志
成
氏
、
高
知
県
青
年
司
法
書
士

協
議
会
黒
岩
栄
一
氏
の
五
名
が
パ
ネ

ラ
ー
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
福
岡

県
青
年
司
法
書
士
協
議
会
会
長
、
全

青
司
幹
事
安
河
内
肇
氏
が
務
め
、
計

六
名
の
顔
ぶ
れ
で
進
め
ら
れ
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中

で
こ
う
ち
全
国
大
会
実
行
委
員
会
の

メ
ン
バ
ー
を
代
表
し
て
パ
ネ
ラ
ー
を

務
め
た
黒
岩
氏
の
「
私
た
ち
若
手
の

司
法
書
士
に
と
っ
て
簡
裁
代
理
権
は

い
わ
ゆ
る
『
棚
ぼ
た
』
的
感
覚
が
あ

る
」
と
い
う
あ
え
て
問
題
を
提
起
し

た
発
言
を
受
け
て
、
元
全
青
司
会
長

で
も
あ
る
齋
木
氏
が
「
確
か
に
司
法

制
度
改
革
の
波
に
乗
っ
た
感
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
研
修
の

シ
ス
テ
ム
化
・
登
記
業
務
に
お
け
る

真
正
担
保
機
能
を
担
お
う
と
の
取
り

組
み
、
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
司
法

書
士
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
書
面
作

成
範
囲
に
関
す
る
日
弁
連
と
の
協
議

な
ど
、
波
が
来
た
と
き
に
そ
の
波
に

乗
れ
る
よ
う
予
め
板
を
準
備
す
る
こ

と
、
資
質
の
向
上
に
務
め
る
こ
と
を

怠
ら
な
か
っ
た
結
果
で
も
あ
る
」
と

応
じ
、
司
法
制
度
・
司
法
書
士
制
度

の
変
革
期
を
先
輩
司
法
書
士
と
し
て

過
ご
し
て
こ
ら
れ
た
経
験
に
基
づ
い

た
齋
木
氏
の
発
言
に
、
う
な
ず
く
参

加
者
が
多
数
見
ら
れ
た
。

【
二
日
目
】

定
時
総
会
の
議
長
に
は
、
地
元
高

知
県
会
の
黒
石
氏
、
副
議
長
に
は
、

鹿
児
島
県
会
の
上
前
田
和
英
氏
が
選

出
さ
れ
た
。
総
会
で
は
、
執
行
部
の

各
委
員
会
か
ら
平
成
二
〇
年
度
の
事

業
報
告
が
な
さ
れ
た
。
本
年
度
は
三

つ
の
一
一
〇
番
事
業
の
開
催
や
全
青

司
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
本
格
稼
動
な
ど
、

市
民
に
直
結
し
た
活
動
が
多
く
行
わ

れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

次
い
で
、
次
年
度
事
業
等
に
つ
い

て
執
行
部
よ
り
議
案
の
提
出
が
な
さ

れ
た
。
会
員
か
ら
は
、
全
青
司
と
各

青
年
司
法
書
士
協
議
会
等
と
の
連
携

強
化
、
会
員
間
相
互
の
交
流
、
高
齢

者
の
権
利
擁
護
事
業
へ
の
取
り
組
み
、

刑
事
法
分
野
へ
の
関
与
へ
の
取
り
組

み
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
法

へ
の
対
応
、
簡
裁
代
理
業
務
な
ど
に

つ
い
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
た
後
、

満
場
一
致
を
も
っ
て
執
行
部
提
案
の

原
案
ど
お
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。
二

〇
〇
八
年
度
の
会
長
に
就
任
し
た
熊

本
県
会
の
稲
本
信
広
氏
か
ら
は
、
熱

い
情
熱
を
も
っ
て
全
青
司
会
長
職
を

全
う
す
る
旨
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
司

法
書
士
の
発
展
、
そ
れ
に
よ
る
市
民

の
権
利
擁
護
を
目
指
す
旨
の
決
意
が

表
明
さ
れ
た
。

今
年
度
の
全
青
司
は
、
稲
本
新
会

長
の
も
と
、
例
年
に
も
増
し
て
熱
い

動
き
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
期
待

し
た
い
。

（
月
報
発
行
委
員
会

西
山

弓
子

加
藤

章
）
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平成２０年度第１回司法過疎地開業支援の実施について（告知）

日本司法書士会連合会は、市民の司法へのアクセスが困難な地域において、司

法サービスの提供に積極的に取り組む司法書士及び司法書士法人を応援します。

具体的には、地域司法拡充事業の一環として実施する司法過疎地開業支援によ

り、一定の要件の下、当該地域において期間内に開業または開業予定の司法書士

会員等（司法書士資格を有する者を含む）に対し、開業及び定着のための支援金

を貸与するなど、財政的な支援を行うものです。

これまでに、１４名の司法書士と２つの司法書士法人が本事業による支援を受け、

以下の地域において業務に励んでおります。

平成２０年度は、２回にわたり支援申込みを受け付けることとしており、第１回

目の申込期間は、平成２０年７月１日から同年７月３１日までとする予定です。

詳細については、本誌次号に掲載するとともに日司連ホームページ上でお知ら

せするほか、司法書士会員に対しては司法書士会を通じて文書にて周知する予定

です。

また、第２回目の申込期間は平成２１年１月を予定しております。

注）平成２０年度司法過疎地開業支援の実施は、事情により予告なく変更する場合がございますので、

あらかじめご了承ください。
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第
１０
回
理
事
会

（
平
成
２０
年
３
月
２５
・
２６
日
）

〔
審
議
議
案
〕

�
日
司
連
顕
彰
被
推
薦
者
一
覧
に
記

載
の
者
に
つ
い
て
は
、
日
司
連
顕
彰

規
則
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に

定
め
る
要
件
を
み
た
し
て
い
る
た
め
、

表
彰
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、

今
後
の
追
加
被
推
薦
者
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と

を
併
せ
て
承
認
し
た
。

�
（
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ

ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
よ
り
申
し
越
し
の

あ
っ
た
事
務
室
使
用
貸
借
契
約
継
続

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
承
認
し
た
。

な
お
、
契
約
書
の
字
句
の
修
正
に
つ

い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と

し
た
。

�
（
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ

ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
会
議
室

使
用
料
（
会
館
維
持
協
力
金
）
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
〇
年
度
は
所
定
の

七
割
の
額
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�
第
三
回
理
事
会
に
お
い
て
再
編
し

た
法
改
正
対
策
本
部
及
び
対
策
部
の

部
委
員
の
員
数
を
次
の
と
お
り
増
員

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
人

選
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る

こ
と
と
し
た
。

◎
法
改
正
対
策
本
部

・
部
委
員

三
一
名
以
内
↓
三
六
名
以
内

○
司
法
書
士
法
改
正
対
策
部

・
部
委
員

一
〇
名
以
内
↓
一
五
名
以
内

�
第
三
回
理
事
会
に
お
い
て
再
編
し

た
登
記
制
度
関
連
対
策
本
部
及
び
対

策
部
の
部
委
員
の
員
数
を
次
の
と
お

り
増
員
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な

お
、
人
選
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一

任
す
る
こ
と
と
し
た
。

◎
登
記
制
度
関
連
対
策
本
部

・
部
委
員

三
七
名
以
内
↓
四
〇
名
以
内

○
企
業
法
務
推
進
対
策
部

・
部
委
員

一
二
名
以
内
↓
一
五
名
以
内

�
信
託
法
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
す

る
た
め
、
日
司
連
事
務
執
行
規
則
第

二
三
条
第
一
項
の
規
定
に
も
と
づ
き
、

次
の
特
別
補
助
機
関
を
設
置
し
て
そ

の
任
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
、
及
び
後

見
制
度
等
推
進
委
員
会
か
ら
東
山
副

委
員
長
及
び
岡
根
委
員
、
川
鍋
委
員
、

吉
田
委
員
の
四
名
を
民
事
信
託
法
研

究
委
員
会
（
仮
称
）
委
員
と
し
て
選

任
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、

民
事
信
託
法
研
究
委
員
会
（
仮
称
）

の
他
の
四
名
の
委
員
選
任
及
び
後
見

制
度
等
推
進
委
員
会
の
委
員
補
充
の

人
選
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す

る
こ
と
と
し
た
。

○
民
事
信
託
法
研
究
委
員
会（
仮
称
）

①
委
員
の
数

八
名
以
内

②
付
託
事
務

（１

民
事
信
託
（
福
祉
信
託
）

の
研
究

（２

福
祉
型
信
託
等
の
受
託
者

と
し
て
の
公
益
法
人
設
立
の

検
討

（３

前
各
項
に
関
す
る
事
項

③
予
算
措
置

委
員
会
費
の
委
員

会
費

④
そ
の
他

平
成
二
〇
年
四
月
一

日
（
火
）
か
ら
設
置

�
東
京
司
法
書
士
会
よ
り
申
請
さ
れ

た
特
別
会
費
免
除
に
つ
い
て
承
認
し

た
。

	
�
日
司
連
業
務
及
び
財
務
等
の
情

事理 会

レ

ポ

ー

ト
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報
公
開
に
関
す
る
規
則
�
の
一
部
改

正
及
び
�
日
司
連
懲
戒
処
分
及
び
注

意
勧
告
の
公
表
並
び
に
開
示
に
関
す

る
規
則
�
を
制
定
し
た
こ
と
に
伴
い
、

�
懲
戒
処
分
情
報
の
開
示
に
関
す
る

運
用
基
準
（
案
）�
を
制
定
す
る
こ

と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字
句
の
修

正
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る

こ
と
と
し
た
。

�
日
司
連
後
援
等
に
関
す
る
運
用
規

程
（
案
）
を
制
定
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。
な
お
、
字
句
の
修
正
に
つ
い

て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し

た
。

�
�
個
別
労
働
紛
争
解
決
支
援
の
手

引
（
仮
称
）�（
執
筆
担
当
は
裁
判
事

務
研
究
委
員
会
）
を
出
版
す
る
こ
と

を
承
認
し
た
。
な
お
、
出
版
契
約
等

に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ

と
と
し
た
。

�
�
遺
言
執
行
者
の
実
務
�（
執
筆
担

当
は
裁
判
事
務
推
進
対
策
部
家
事
・

簡
裁
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
）
を
出
版

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
出

版
契
約
等
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一

任
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
二
〇
〇
七
年
六
月
二
一
日
、
日
本

司
法
書
士
会
連
合
会
消
費
者
問
題
対

策
推
進
委
員
会
編
集
に
よ
り
㈱
民
事

法
研
究
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
�
実
務

の
た
め
の
新
貸
金
業
法
�
の
執
筆
費

用
に
つ
い
て
は
、
各
執
筆
者
に
対
し

以
下
の
額
を
委
員
会
費
の
委
員
会
費

よ
り
支
出
の
上
、
支
払
う
こ
と
を
承

認
し
た
。

○
費
用

執
筆
者
一
一
名
に
対
し

各
五
万
円

（
参
考
）
二
〇
〇
八
年
一
月
三
一

日
付
入
金

印
税
額
三
三
〇
�
〇
〇

〇
円

�
企
業
法
務
用
の
実
務
参
考
図
書
と

し
て
、�
司
法
書
士
の
企
業
法
務
実

践
の
た
め
、
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お

き
た
い
�
知
的
財
産
入
門
�
不
正
競

争
防
止
法
を
中
心
に
�
を
印
刷
の
う

え
、
司
法
書
士
会
会
員
あ
て
に
配
布

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
ま
た
、
予

算
措
置
に
つ
い
て
は
、
印
刷
発
送
費

約
一
八
〇
万
円
を
平
成
一
九
年
度
会

員
業
務
整
備
・
地
域
事
業
推
進
等
特

別
会
計
企
業
法
務
事
業
企
業
法
務
関

係
か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
併
せ
て
承

認
し
た
。
な
お
、
同
冊
子
の
内
容
等

に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ

と
と
し
た
。

�
司
法
書
士
会
会
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン

で
受
領
し
た
登
記
識
別
情
報
、
登
記

完
了
証
等
の
印
刷
に
利
用
す
る
た
め

の
特
殊
用
紙
（
偽
造
防
止
処
理
が
施

さ
れ
た
日
司
連
専
用
用
紙
）
の
印
刷

に
つ
い
て
は
、
見
積
書
に
も
と
づ
き

発
注
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�
大
学
在
籍
者
か
ら
の
登
録
申
請
に

対
す
る
取
扱
基
準
に
つ
い
て
は
、�
大

学
在
学
者
か
ら
の
登
録
申
請
に
対
す

る
取
扱
基
準
（
案
）�
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字

句
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一

任
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
兼
業
者
か
ら
の
登
録
申
請
に
対
す

る
取
扱
基
準
に
つ
い
て
は
、�
兼
業

者
か
ら
の
登
録
申
請
に
対
す
る
取
扱

基
準
（
案
）�
の
と
お
り
と
す
る
こ

と
を
承
認
し
た
。
な
お
、
字
句
の
修

正
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る

こ
と
と
し
た
。

�
ベ
ト
ナ
ム
不
動
産
登
記
法
起
草
案

策
定
協
力
の
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会

主
義
共
和
国
に
派
遣
団
を
派
遣
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。
ま
た
、
予
算
措

置
に
つ
い
て
は
、
平
成
⑳
年
度
一
般

会
計
収
支
暫
定
予
算
Ⅱ
事
業
費
１
�

制
度
改
善
費
（
１
）
推
進
対
策
費
よ

り
一
七
〇
万
円
を
限
度
に
支
出
す
る

こ
と
も
併
せ
て
承
認
し
た
。

�
平
成
二
〇
年
度
第
一
回
会
長
会

（
４
／
１０
―
１１
）
に
付
議
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
も
と
に

会
長
に
一
任
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

○
付
議
す
る
事
項

〔
報
告
事
項
〕

①
一
般
報
告

②
依
頼
者
等
の
本
人
確
認
等
に
関

す
る
全
銀
協
等
金
融
機
関
団
体

と
の
協
議
に
つ
い
て

③
日
弁
連
と
の
協
議
に
つ
い
て

④
規
制
改
革
に
つ
い
て

⑤
日
司
連
統
一
用
紙
に
つ
い
て

⑥
司
法
書
士
の
名
称
等
に
つ
い
て

⑦
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
認
証
申
請
に
つ
い
て

トーポレ会事理
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⑧
能
登
半
島
地
震
災
害
救
援
対
策

本
部
及
び
新
潟
中
越
沖
地
震
災

害
対
策
本
部
に
つ
い
て

⑨
そ
の
他

〔
協
議
事
項
〕

①
研
修
事
業
特
別
会
計
及
び
会
館

建
設
等
特
別
会
計
に
お
け
る
事

件
数
割
額
会
費
廃
止
と
定
額
会

費
導
入
に
伴
う
連
合
会
会
則
一

部
改
正
案
に
つ
い
て

②
司
法
書
士
倫
理
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

③
日
司
連
役
員
選
挙
の
改
革
に
つ

い
て

④
平
成
二
〇
年
度
事
業
計
画
・
予

算
（
案
）
に
つ
い
て

⑤
司
法
書
士
会
会
長
相
互
の
意
見

交
換

⑥
そ
の
他

�
日
司
連
役
員
の
選
挙
制
度
を
改
革

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
会
員
向
け
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
こ
と
を
承

認
し
た
。
な
お
、
字
句
の
修
正
等
に

つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
こ
と

と
し
た
。

�
不
動
産
権
利
情
報
登
録
シ
ス
テ
ム

及
び
不
動
産
権
利
保
証
機
構
構
築
に

向
け
て
�
司
法
書
士
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
�
実
証
実
験
を
行
う
た
め
、
平
成

一
九
年
度
中
に
実
験
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
発
注
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

ま
た
、
予
算
措
置
に
つ
い
て
は
、
平

成
一
九
年
度
一
般
会
計
Ⅱ
事
業
費
１

�
制
度
改
善
費
（
１
）
推
進
対
策
費

か
ら
九
九
〇
万
円
を
限
度
に
支
出
す

る
こ
と
を
併
せ
て
承
認
し
た
。

�
沖
縄
県
会
と
の
共
同
に
よ
る
離
島

巡
回
法
律
相
談
等
を
実
施
す
る
こ
と

を
承
認
し
た
。
ま
た
、
予
算
措
置
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
度
会
員
業

務
整
備
・
地
域
事
業
推
進
等
特
別
会

計
か
ら
一
〇
〇
万
円
を
上
限
に
支
出

す
る
こ
と
を
併
せ
て
承
認
し
た
。

〔
協
議
議
案
〕

�
平
成
二
〇
年
度
事
業
計
画
・
予
算

（
案
）
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�
日
司
連
役
員
選
挙
の
改
革
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

�
研
修
事
業
特
別
会
計
及
び
会
館
建

設
等
特
別
会
計
に
お
け
る
事
件
数
割

額
会
費
の
廃
止
と
定
額
会
費
導
入
に

伴
う
連
合
会
会
則
一
部
改
正
案
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

�
司
法
書
士
倫
理
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

�
本
人
確
認
等
及
び
記
録
保
存
に
関

す
る
会
則
改
正
未
承
認
司
法
書
士
会

へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
都

合
に
よ
り
未
協
議
。

�
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
ホ
ー
ム
レ

ス
等
に
対
す
る
法
律
支
援
事
業
実
施

計
画
（
案
）
の
概
要
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

�
司
法
書
士
総
合
研
究
所
研
究
費
等

の
支
払
に
関
す
る
実
施
要
領
に
つ
い

て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。

	
日
司
連
大
学
等
提
携
室
設
置
規
則

（
案
）及
び
学
術
交
流
協
定
書（
案
）

並
び
に
受
託
研
究
契
約
書
（
案
）
に

つ
い
て
は
、
時
間
の
都
合
に
よ
り
未

協
議
。



不
動
産
権
利
情
報
登
録
シ
ス
テ
ム

及
び
不
動
産
権
利
保
証
制
度
に
つ
い

て
は
、
審
議
議
案
第
二
〇
号
と
と
も

に
協
議
し
た
。

�
平
成
二
〇
年
度
第
一
回
会
長
会
の

対
応
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
都
合
に

よ
り
未
協
議
。

�
第
一
二
回
・
第
一
三
回
理
事
会
の

開
催
日
程
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

了
承
し
た
。

○
第
一
二
回
理
事
会

①
日
時

平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日

（
水
）
一
四
〜
一
七
時

②
場
所

東
京
ベ
イ
ホ
テ
ル
東
急

○
第
一
三
回
理
事
会

①
日
時

平
成
二
〇
年
七
月

二
四
日
（
木
）
一
三
〜
一
七
時

二
五
日
（
金
）
一
〇
〜
一
五
時

②
場
所

司
法
書
士
会
館
六
階
会
議

室
�
司
法
書
士
会
新
人
研
修
（
配
属
修

習
等
）
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
都
合

に
よ
り
未
協
議
。

�
会
員
研
修
に
お
け
る
研
修
単
位
未

修
得
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
時

間
の
都
合
に
よ
り
未
協
議
。
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地域に根ざすリーガルサポートの原点に戻って！
～大阪での通常総会＆研究大会開催に向けて～

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

常任理事 名倉 勇一郎

平成１１年１２月２２日に会員３，０３３名でスタートした社団法人成年後見センター・リーガル

サポート（以下�当法人�という。）も、今年で９年目を迎え、この３月には会員数が４，３９７

名（うち、法人会員２０法人）となった。

数年前に前理事長の大貫正男氏が、会員数５，０００名を目指すと決意を持って発言された

ことが、いよいよ目前になってきている。

全国の司法書士有志が、海のものとも山のものとも分からない世界に、徒手空拳で立ち

向かった感のある初期の段階から、当法人としても、各地の支部をとおして、あるいは各

司法書士会の協力を得て、家庭裁判所をはじめ成年後見制度を支える福祉・医療・行政等

の多くの関係機関・団体とのネットワークを形成しながら、専門職後見人を養成し供給す

る我が国最大の法人として、また、職能を通じた成年後見制度の普及、親族後見人の支援

など、各方面から高い評価を得るまでに成長してきた。

この評価は、単に、地域で活躍されている個人としての評価でもなく、専門職後見人の

担い手としてのみの評価でもない。リーガルサポートという司法書士有志の取り組みが、

司法書士全体としての権利擁護への取り組みとして評価されたものであることはいうまで

もないであろう。それだからこそ、司法書士に、家庭裁判所の調停人や参与員として、あ

るいは行政や社会福祉協議会の委員等としての就任依頼が多くなってきているものと思わ

れる。

しかし、上記のような評価を受ける一方、�組織も落ち着き、研修・執務管理システム

も形が整ってきた。�との一応の安心感があるからか、当法人設立当初の�司法書士が成

年後見制度を担う理想のシステムを創り、後見事務を実践しよう。�との情熱が、司法書

士会にも、また会員にも失われつつあるようにも感じられる。

当法人がこれまで行ってきた、�法定後見��任意後見�に関する改善提言も、その執務

をする司法書士に対する提言をも包含するものであった。

また、平成１８年４月１日に施行された�高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律�（いわゆる、�高齢者虐待防止・養護者支援法�）では、行政や福祉関

係職だけでなく、司法書士にも、成年後見業務、登記業務、訴訟業務を通じて知りえた虐
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待情報について通報義務や通報努力規定が課せられ、高齢者の虐待を防止するように求め

ているが、これらの認識が、残念ながら執務に反映されていない状況も散見される。

そこで、今年度は、当法人及び司法書士が成年後見制度に果たすべき役割を再度見直し、

公益法人改革を見据えた組織財政のあり方は勿論、各地で工夫努力されている研修・執務

支援・地域ネットワーク活動等の成果を各会員が共有化し、高め合い、リーガルサポート

の原点を再考したいと考えている。

そしてそれに伴い、総会のあり方も見直し、�多くの会員の参加できる総会会場の確保�

�開催地域における成年後見制度の普及��開催地域ブロックの活性化��全国レベルの研

修機会の提供�等を目的とし、総会と研修を組み合わせ、平成２０年６月１４日（土）、１５日

（日）の２日間、大阪の地で開催することとした。

会員は、ぜひご参加を！ 未入会の司法書士の皆様は、この機会にぜひご入会を！

会員になって、ぜひ参加しよう！

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

第９回通常総会、第１回研究大会

これまで、�日司連ホール�にて通常総会を開催してきましたが、会員数も４，０００名
を超え、�多くの会員の参加できる総会会場の確保��開催地域における成年後見制度
の普及��開催地域ブロックの活性化��全国レベルの研修機会の提供�等を目的とし、
総会と研修を組み合わせた２日間の日程による開催としました。ふるってご参加を！

開催期日 ： 平成２０年６月１４日（土）・６月１５日（日）

会 場 ： 大阪市淀川区 チサンホテル新大阪

第９回通常総会

日 時 ： 平成２０年６月１４日（土）１３：００～１７：００

第１回研究大会

日 時 ： 平成２０年６月１５日（日）８：５０～１２：３０

第１分科会 テーマ：�高齢者虐待防止・養護者支援法と成年後見�
第２分科会 テーマ：�成年後見制度の利用により顕在化した医療行為の同意に

ついて�
第３分科会 テーマ：�後見人の死後事務を一緒に考えよう�
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定
価
五
二
五
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
九
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
三
六
七
五
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
三
三
〇
七
円

（
税
・
送
料
込
）

〔
申
込
方
法
〕

�
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、�
月

報
司
法
書
士
読
者
�
と
明
記
の
う
え

送
付
先
住
所
・
氏
名
（
所
属
会
）・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
直
接
、
出
版

社
あ
て
必
ず
郵
送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
出
版
社
よ
り
直
接
、送
本
の
の
ち
、

振
替
用
紙
等
で
代
金
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

�
定
価
及
び
頒
布
価
格
に
つ
き
ま
し

て
は
、
出
版
社
に
よ
り
表
示
形
態
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

�
書
籍
の
内
容
、
発
送
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
、
出
版
社
へ

お
願
い
し
ま
す
。

�
締
切＝

平
成
２０
年
６
月
１６
日（
月
）

締
切
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
割
引
価
格
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

�１
�
書
式

個
人
再
生
の
実

務
〔
全
訂
四
版
〕
�
申
立
て
か
ら
手
続
終

了
ま
で
の
書
式
と
理
論
�
	

個
人
再
生
実
務
研
究
会
編
／
Ａ
５
判

・
五
七
三
頁
／
平
成
一
九
年
一
二
月

二
二
日
発
行
／
㈱
民
事
法
研
究
会
刊

多
重
債
務
被
害
者
救
済
の
法
的
手

続
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
個
人
再

生
手
続
に
つ
い
て
、
全
国
で
用
い
ら

れ
て
い
る
最
高
裁
作
成
の
標
準
書
式
、

東
京
地
裁
・
大
阪
地
裁
で
用
い
ら
れ

て
い
る
各
モ
デ
ル
書
式
の
最
新
版
を

織
り
込
み
つ
つ
詳
説
し
、
即
実
務
に

対
応
で
き
る
最
新
版
！

◆
�１
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

朝
倉

〒
一
五
一
�
〇
〇
七
三

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
�
一
八
�
三

エ
ル
カ
ク
エ
イ
笹
塚
ビ
ル
六
階

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
一

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
二

�２
�〔
新
会
社
法
対
応
〕
特
別
清
算

の
理
論
と
裁
判
実
務
	

山
口
和
男
編
／
Ａ
５
判
・
三
四
〇
頁

・
ケ
ー
ス
付
／
平
成
二
〇
年
二
月
六

日
発
行
／
新
日
本
法
規
出
版
㈱
刊

本
書
は
、
裁
判
所
の
事
件
処
理
を

中
心
に
制
度
の
今
後
の
課
題
や
実
務

上
の
理
論
・
手
続
に
つ
い
て
詳
細
に

解
説
し
た
実
務
書
で
、
平
成
一
四
年

二
月
の
新
版
発
行
以
降
に
手
続
の
迅

速
化
・
合
理
化
が
行
わ
れ
た
新
し
い

会
社
法
を
織
り
込
ん
だ
最
新
版
で
す
。

◆
�２
の
申
込
先

新
日
本
法
規
出
版
㈱

営
業
渉
外
局

大
澤

〒
一
六
二
�
〇
八
四
二

東
京
都

新
宿
区
市
谷
砂
土
原
町
二
�
四

�
〇
三
�
三
二
六
七
�
二
八
九
八

�
〇
三
�
三
二
三
五
�
一
六
五
一

７２司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.5



定
価
四
八
三
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
四
三
四
七
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
二
七
三
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
二
六
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
七
九
八
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
七
一
八
二
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
六
三
〇
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
五
六
七
〇
円

（
税
・
送
料
込
）
※
分
売
可

�３
�
会
社
法
計
算
書
類
の
作

成
実
務
と
記
載
事
例
�

東
陽
監
査
法
人
編
／
Ａ
５
判
・
五
九

四
頁
／
平
成
二
〇
年
二
月
二
三
日
発

行
／
㈱
清
文
社
刊

二
〇
〇
八
年
三
月
期
の
決
算
書
づ

く
り
を
完
全
サ
ポ
ー
ト
！

会
社
法
が
求
め
て
い
る
計
算
書
類

の
作
成
に
つ
い
て
、
作
成
者
の
実
務

に
役
立
つ
よ
う
に
、
平
成
一
九
年
三

月
期
の
各
社
の
作
成
例
を
中
心
に
取

り
上
げ
、
多
く
の
事
例
を
挙
げ
な
が

ら
解
説
し
て
い
ま
す
。

◆
�３
の
申
込
先

㈱
清
文
社

営
業
部

加
藤

〒
一
〇
一
�
〇
〇
四
八

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町

二
�
八
�
四
（
吹
田
屋
ビ
ル
）

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
三
一

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
一
七

�４
�
Ａ
Ｄ
Ｒ
認
証
制
度
�
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
解
説
�

和
田
仁
孝
・
和
田
直
人
編
著
／
Ａ
５

判
・
二
五
六
頁
／
平
成
二
〇
年
三
月

五
日
発
行
／
三
協
法
規
出
版
㈱
刊

話
題
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
裁
判
外
紛
争
解

決
）
に
つ
い
て
、
第
一
線
の
研
究
者

と
司
法
書
士
等
の
実
務
家
が
編
ん
だ

最
新
刊
。
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
を
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
五
八
の

Ｑ
＆
Ａ
で
詳
し
く
か
つ
わ
か
り
や
す

く
解
説
。
ま
た
、
札
幌
司
法
書
士
会

や
調
査
士
会
等
の
取
り
組
み
を
紹
介

し
、
認
証
手
続
を
通
じ
て
司
法
書
士

と
紛
争
解
決
の
未
来
像
を
探
る
一
冊
。

◆
�４
の
申
込
先

三
協
法
規
出
版
㈱

野
村

〒
一
六
〇
�
〇
〇
二
二

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
�
二
七
�
一

ク
イ
ン
ズ
コ
ー
ト
新
宿
二
階

�
〇
三
�
六
七
七
二
�
七
七
〇
〇

�
〇
三
�
六
七
七
二
�
七
八
〇
〇

�５
�
少
額
訴
訟
の
実
務
�
少
額

訴
訟
一
〇
年
を
迎
え
て
の
現
状
と
展
望

�
�中

島
寛
・
岡
田
洋
佑
編
／
Ａ
５
判
・

五
三
二
頁
／
平
成
二
〇
年
三
月
三
一

日
発
行
／
㈱
酒
井
書
店
刊

東
京
簡
易
裁
判
所
に
所
属
し
少
額

訴
訟
事
件
を
担
当
し
た
裁
判
官
が
中

心
と
な
っ
て
、
審
理
の
現
状
と
問
題

点
を
分
析
し
た
う
え
で
、
事
件
を
ど

う
処
理
し
た
ら
よ
い
か
、
実
務
に
則

し
て
解
説
。

少
額
訴
訟
の
実
務
に
携
わ
る
司
法

書
士
の
方
々
の
必
読
書
。

◆
�５
の
申
込
先

㈱
酒
井
書
店

営
業
部

若
菜

〒
一
六
二
�
〇
八
一
四

東
京
都
新
宿
区
新
小
川
町
五
�
一
八

�
〇
三
�
三
二
六
六
�
五
八
〇
一

�
〇
三
�
三
二
六
六
�
五
八
〇
三

�６
①
�
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ

ー
ル
・
民
事
訴
訟
法
三
〔
第
三

版
〕�
②
�
基
本
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
・
親
族
〔
第
五
版
〕�

①
賀
集
唱
ほ
か
②
島
津
一
郎
ほ
か
編

／
Ｂ
５
版
・
①
二
三
〇
②
三
六
〇
頁

／
平
成
二
〇
年
①
一
月
三
一
日
②
二

月
二
九
日
発
行
／
㈱
日
本
評
論
社
刊

�
民
訴
法
三
�
は
、
民
事
訴
訟
手

続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
や
少
額
訴
訟
債

権
執
行
制
度
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法

の
改
正
を
は
じ
め
、
平
成
一
九
年
ま

で
の
法
改
正
に
対
応
。�
親
族
�
は
、

平
成
一
五
年
の
人
事
訴
訟
法
制
定
に

対
応
し
、
成
年
後
見
法
の
解
説
等
を

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
。
家
庭
裁
判
所
の
手

続
に
は
理
解
に
便
利
な
図
表
付
き
！

◆
�６
の
申
込
先

㈱
日
本
評
論
社

上
田

〒
一
七
〇
�
八
四
七
四

東
京
都

豊
島
区
南
大
塚
三
�
一
二
�
四

�
〇
三
�
三
九
八
七
�
八
六
二
一

�
〇
三
�
三
九
八
七
�
八
五
九
〇

司法書士 Monthly SHIHO-SHOSHI 2008.5７３



■
連
合
会
日
誌
（
４
月
）

１
（
火
）
第
８
回
研
修
部
門
・
正
副

所
長
合
同
会
議
、
第
９
回
研
修
制

度
研
究
部
会

２
（
水
）
第
３
回
危
機
管
理
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
成
小
委
員
会

２
（
水
）
〜
３
（
木
）
第
１５
回
常
任

理
事
会

３
（
木
）
第
６
回
商
事
法
務
Ｗ
Ｔ

４
（
金
）
第
７
回
多
重
債
務
問
題
対

策
部
、
第
７
回
消
費
者
問
題
研
究

委
員
会
、
第
２０
回
登
録
常
務
会
、

第
２
回
会
報
編
集
会
議
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
関
す
る
広
報
打
合
せ
、

懲
戒
制
度
検
討
Ｗ
Ｔ
準
備
会

５
（
土
）
第
７
回
選
挙
制
度
改
革
Ｗ

Ｔ
７
（
月
）
企
第
６
回
企
業
法
務
Ｗ
Ｔ

８
（
火
）
第
５
回
地
域
連
携
対
策
部
、

第
８
回
月
報
発
行
委
員
会
、
第
４

回
事
業
計
画
・
予
算
案
策
定
常
務

打
合
せ

９
（
水
）
研
修
所
第
６
回
会
員
研
修

部
会

１０
（
木
）
平
成
２０
年
度
第
１
回
会
長

会
議
長
団
打
合
せ
、
第
４
回
中
間

監
査
及
び
棚
卸
監
査

１０
（
木
）
〜
１１
（
金
）
平
成
２０
年
度

第
１
回
会
長
会

１２
（
土
）
不
動
産
登
記
法
起
草
案
に

関
す
る
法
整
備
支
援
の
た
め
の
ベ

ト
ナ
ム
訪
問
【
４
月
１７
日
ま
で
】

１５
（
火
）
第
６
回
法
教
育
推
進
委
員

会
、
第
３
回
地
域
司
法
拡
充
基
金

運
営
委
員
会
、
第
６
回
法
テ
ラ
ス

対
応
委
員
会
、
第
５
回
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

１６
（
水
）
第
１
回
民
事
信
託
法
研
究

委
員
会

１７
（
木
）
第
７
回
地
域
司
法
拡
充
対

策
部
、
第
７
回
司
法
書
士
養
成
・

研
修
制
度
対
策
部
、
第
７
回
総
務

部
門
会
議

１９
（
土
）
研
修
所
第
２
回
特
別
研
修

運
営
会
議
、
第
９
回
研
修
部
門
・

正
副
所
長
合
同
会
議
、
第
５
回
裁

判
事
務
研
究
委
員
会

２１
（
月
）
第
４
回
Ａ
Ｄ
Ｒ
対
策
部
、

第
６
回
不
動
産
取
引
対
策
部
、
不

動
産
取
引
保
証
検
討
Ｐ
Ｔ

２２
（
火
）
多
重
債
務
問
題
対
策
Ｗ
Ｔ
、

第
１０
回
不
動
産
登
記
法
改
正
対
策

部
、
第
２
回
裁
判
事
務
推
進
対
策

部
、
第
８
回
人
権
委
員
会
、
第
４

回
規
制
改
革
・
民
間
開
放
対
策
部
、

第
５
回
事
業
計
画
・
予
算
案
策
定

常
務
打
合
せ

２３
（
水
）
第
７
回
総
合
相
談
セ
ン
タ

ー
事
業
推
進
委
員
会
、
第
８
回
改

革
推
進
Ｗ
Ｔ
【
テ
レ
ビ
会
議
】、

司
法
書
士
能
力
担
保
研
修
に
関
す

る
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
教
材
研

究
会

２３
（
水
）
〜
２４
（
木
）
第
１６
回
常
任

理
事
会

２４
（
木
）
〜
２５
（
金
）
第
１１
回
理
事

会
２５
（
金
）
第
２１
回
登
録
常
務
会
、
第

１
回
司
法
書
士
認
証
局
運
営
委
員

会
３０
（
水
）
広
報
部
門
打
合
せ

■
執
行
部
の
動
き
（
４
月
）

１
（
火
）
本
人
確
認
業
務
に
関
す
る

国
民
生
活
金
融
公
庫
と
の
打
合
せ

〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕

２
（
水
）
日
司
連
役
員
選
挙
制
度
に

関
す
る
法
務
省
民
事
局
と
の
打
合

せ
〔
三
河
尻
常
任
理
事
他
〕

８
（
火
）
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法

制
部
審
査
監
督
課
と
の
打
合
せ

〔
齋
木
副
会
長
他
〕

１０
（
木
）
自
民
党
司
法
制
度
調
査
会

明
る
い
競
売
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
第
４
回
会
合
出
席
〔
酒
井
専
務

理
事
他
〕、
法
務
省
不
動
産
登
記

の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
利
用
促
進
協

議
会
権
利
登
記
に
関
す
る
分
科
会

（
第
２
回
）
出
席
〔
早
川
常
任
理

事
他
〕

１１
（
金
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

journal

連
合
会
日
誌
・
執
行
部
の
動
き

A
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本
部
審
査
委
員
会〔
光
木
副
会
長
〕、

衆
議
院
内
閣
委
員
会
傍
聴
〔
境
理

事
〕

１５
（
火
）
第
１３
回
日
本
司
法
支
援
セ

ン
タ
ー
関
係
機
関
連
絡
協
議
会
出

席
〔
齋
木
副
会
長
他
〕

１７
（
木
）
日
本
弁
護
士
連
合
会
新
役

員
披
露
・
懇
談
会
出
席
〔
佐
藤
会

長
他
〕、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法

法
制
部
参
事
官
表
敬
訪
問
対
応

〔
齋
木
副
会
長
他
〕

１８
（
金
）
本
人
確
認
業
務
に
関
す
る

全
国
銀
行
協
会
検
討
部
会
出
席

〔
酒
井
専
務
理
事
他
〕、
日
本
土

地
家
屋
調
査
士
会
連
合
会
新
会
館

披
露
会
出
席
〔
山
口
副
会
長
〕

１９
（
土
）
日
司
政
連
第
３８
回
定
時
総

会
出
席
〔
佐
藤
会
長
他
〕、
日
本

マ
ン
シ
ョ
ン
学
会
２
０
０
８
年
度

東
京
大
会
出
席
・
聴
講
〔
今
川
常

任
理
事
〕

２２
（
火
）
自
民
党
司
法
制
度
調
査
会

明
る
い
競
売
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
第
５
回
会
合
出
席
〔
酒
井
専
務

理
事
他
〕

２３
（
水
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

本
部
民
事
法
律
扶
助
課
と
の
打
合

せ
〔
齋
木
副
会
長
他
〕

２４
（
木
）
不
動
産
登
記
令
等
の
改
正
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２８
（
月
）
司
法
ア
ク
セ
ス
学
会
理
事

会
出
席
〔
佐
藤
会
長
〕
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